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「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく 

取組状況に係るチェックリスト（平成２９年度版）記入・提出要領 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本チェックリストは、捏造（ねつぞう）、改ざん、盗用などの「研究活動における不正行為へ

の対応等に関するガイドライン」（平成 26 年 8 月 26 日文部科学大臣決定）に基づく取組状況

を把握するものであり、研究費の不正使用を対象とした「機関における公的研究費の管理・監

査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」とは異なり

ます。 
 
チェックリストの提出が必要な機関について 

  文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とし

た公募型の研究資金（以下「競争的資金等」という。）、国立大学法人や文部科学省所管の独

立行政法人に対する運営費交付金、私学助成等の基盤的経費その他の文部科学省の予算の配分

又は措置により研究活動を行う機関は、チェックリストを提出する必要があります。 

 

※基盤的経費のみで研究活動を行う機関もチェックリストを提出する必要がありますのでご注

意ください。 

 

１．競争的資金等に応募する機関 

   平成 29 年度に競争的資金等に応募する機関（予定、未定を含む）については、すべての

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取組状況に係るチ

ェックリスト（以下「チェックリスト」という。）は、以下の三つから構成されます。 
  
基本情報：機関の名称、e-Rad 所属機関番号、所在地、責任者、担当者連絡先、機関種別、

全役職員数、研究者数、事務職員数等について、記述形式及びプルダウンによる選択形式

で回答するもの。 
チェックリスト提出に当たっての確認事項：平成 29 年度の競争的資金等の応募状況、平成

28 年度以前の競争的資金等課題の継続状況及び基盤的経費による研究活動の実施状況を

回答し、記入が必要な箇所を確認するもの。 
チェック項目：ガイドラインを踏まえた機関における体制整備等の状況等について、プルダ

ウンによる選択形式（一部理由等記述形式も含む）で回答するもの。 

 
チェックリストは、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）のホームページ

（https://www.e-rad.go.jp/index.html）に平成 29 年度 4 月から掲載しますので、当該リ

ンク先から様式をダウンロードして作成してください。（方法は 6 ページ参照） 
 
※チェックリストの電子ファイルは Excel 形式の「ri2017checklist.xls」のファイルで作成

されています。 
 

別 紙 
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内容を記入したチェックリストを提出してください。なお、チェックリストの提出期限は、

競争的資金等の制度ごとにそれぞれ設定されています（制度によって、応募前に提出するこ

とが必要な場合と採択後の契約締結までに提出することが必要な場合の二種類がありま

す）。競争的資金等に応募する場合は、チェックリストの提出期限や提出機関（代表機関の

みか、分担機関にも提出を求めるか）等について、応募する制度の公募要領等で確認し、そ

の指示に従ってください。 

   

２．平成 29 年度は競争的資金等に応募する予定はないが、平成 28 年度以前に採択された競争的

資金等を平成 29 年度も継続して管理する機関 

平成 29 年度は競争的資金等に応募しないが、平成 28 年度以前に採択された競争的資金等

の継続分を平成 29 年度も引き続き管理する機関については、平成 29 年 9 月 29 日（金）ま

でにすべての内容を記入したチェックリストを提出してください。なお、当該競争的資金等

の公募要領等で別途指示がある場合は、その指示に従ってください。 

 

３．基盤的経費で研究活動を行っている機関 

   国立大学法人や文部科学省所管の独立行政法人に対する運営費交付金、私学助成等で研究

活動を行っている機関については、平成 29年 9月 29 日（金）までにすべての内容を記入し

たチェックリストを提出してください。 

 

４．上記に複数該当する機関 

   上記に複数該当する機関については、平成 29 年 9月 29 日（金）までにすべての内容を記

入したチェックリストを提出してください。 

 

５．上記１．～４．のいずれにも当てはまらない機関 

上記１．～４．のいずれにも当てはまらない機関については、平成 29 年 9月 29 日（金）ま

でに「基本情報」及び「チェックリスト提出に当たっての確認事項」を記入の上、チェックリ

ストを提出してください。なお、チェックリストにおける「チェック項目」の記入は不要です。 

 

 

●チェックリスト提出に当たっての確認事項 
「(1)平成 29 年度の競争的資金等課題の応募状況」「(2)平成 28 年度以前の競争的資金等課題

の継続状況」「(3)基盤的経費による研究活動の実施状況」について、貴機関における状況を記

入してください。 
 貴機関の応募状況等に応じ、 
 
 

 
 
 
 

ア．チェックリストのすべての内容（「基本情報」、「チェックリスト提出に当たっての確認

事項」及び「チェック項目」）を記入の上、提出してください。 
イ．「チェック項目」の記入は不要ですが、「基本情報」及び「チェックリスト提出に当たっ

ての確認事項」を記入の上、提出してください。 
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 のいずれかに該当した結果に基づき、下記『チェックリストの記入について』を参照の上、チ

ェックリストの電子ファイルを e-Rad から提出してください。なお、Mac 版 PC では本ファ

イルが使えないため、Windows 版 PC で回答ください。なお、印刷したチェックリストの郵

送等での提出は不要です。 

 

チェックリストの記入について  

チェックリストの記入に当たっては、以下の一般的留意事項及び各設問における記入要領にし

たがって作成してください。 
 
１．一般的留意事項 

（１）各設問で②又は③を選択した場合に理由等を記入する自由記入欄については、それぞれ

400 文字以内で記入してください。 

（２）全ての回答が終了した際、シートの上部及び下部にある「最終入力チェック」ボタンのど

ちらかを押し、回答が適切に行われていることを必ず確認してください（上部又は下部のい

すれかを１回押してください。）。なお、ボタンが動作しない場合には、別ファイルの「PC

の設定変更について」をご参照ください。 

（３）上記（２）で回答が適切に行われていることを確認し、提出を行う際は、シートの上部及

び下部にある「最終保存」ボタンを押し、最終保存を行ってください（上部又は下部のいす

れかを１回押してください。）。最終保存を行うと、自動的に提出用エクセルデータが

「ri2017checklist .xls」のファイル名でデスクトップに作成され、最終保存が完了します。

このファイル名称は、変更しないでください。 

 

 

２．各項目における記入要領 

 基本情報  

●「提出日」欄 

・ 「2017/10/1」のように半角数字の西暦で記入してください。 
 

●「機関の名称」欄 

・ 調査対象となる機関名を記入してください。機関は機関番号を持っている組織単位で回答

してください。なお、大学においては学部等ごとに回答を区分せず、機関の総体として記入

してください。ただし、国立高等専門学校機構においては高等専門学校ごとに、大学共同利

用機関法人においては研究所ごとに、それぞれ機関の名称を記入してください。 
 
●「科研費機関番号」「e-Rad 所属機関番号」欄 

・ 対象となる科研費機関番号（5桁）、e-Rad 所属機関番号（10 桁）を記入してください。 
 
●「所在地」欄 

・ 本部の所在地（郵便番号と住所）を記入してください。なお、「担当者連絡先」と本部の

所在地が異なる場合は、本部の所在地を記入するとともに、（ ）書きで担当者の勤務地を
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記入してください。 
 
● 「責任者」欄 

・ 研究公正や研究倫理に係る最高責任者の役職と氏名を記入してください。 
 
●「担当者連絡先」欄 

・ 本件に関し、連絡窓口となる担当者の連絡先を二つ記入してください。その際、担当者の

職名、職種は問いませんが、確実に連絡することが可能な者としてください。 
 
●「①機関種別」欄 

・ ①の選択肢欄から該当する種別を選択し、「○」を記入してください。なお、公立大学等

の機関を除く都道府県の機関や地方独立行政法人は「7」に、特定非営利活動法人や医療法人は

「11」に「○」を記入してください。 
 
●「②全役職員数、③研究者数、④事務職員数」欄 

・ ②③④の選択肢欄から該当する人数を選択し、「○」を記入してください。 
・ 「全役職員数」とは、機関に所属する全ての者の総数で、常勤職員及び 1 か月以上にわた

って雇用されているその他の職員を全て含みます。 
・ 「研究者」とは競争的資金等に応募することができる e-Rad の研究者番号を有している者

を指します。 

 

●「⑤文部科学省及び文部科学省が所管する独立行政法人から配分された競争的資金等の件数」

「⑥文部科学省及び文部科学省が所管する独立行政法人から配分された競争的資金等の金額」欄 

・ 平成 28 年度に配分された競争的資金等の件数及び金額について、該当する欄に「○」を

記入してください。なお、研究代表者として配分されたもののみならず、研究分担者として

配分されたものも含めてください。 
・ 配分された競争的資金等の金額は、直接経費と間接経費を合計したものとしてください。 

 
チェック項目  

● 設問(201)～設問(211)「第２節 不正行為の事前防止のための取組」 

 ・ 様式に記載している指示に従って回答してください。 
・ ②を選択した場合は、400 字以内で理由及び対応実施の時期を、③を選択した場合は、理

由を自由記入欄に記入してください。 
 
・ 設問(201)～(205)における「所属する全ての研究者」、設問(206)及び(207)における「研究

活動に関わる全ての研究支援人材」とは、文部科学省の予算の配分又は措置により行われる

研究活動に従事する者を指します。なお、文部科学省の予算の配分又は措置により行われる

研究活動に従事する者とは、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分さ

れる競争的資金を中心とした公募型の研究資金の他、国立大学法人や文部科学省所管の独立

行政法人に対する運営費交付金、私学助成費等の基盤的経費による研究活動に従事する者を
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指し、自らの経費や他府省等の予算による研究活動に専ら従事する者は含まれません。 

   ※「基本情報」における「②全役職員数」、「③研究者数」、「④事務職員数」とは定義が異

なりますので注意してください。 

 

・ 設問(202)及び(203)における「貴機関を本務とする者」とは、主に貴機関で研究活動を行

う者であり、例えば、他の機関に本務を持たない特任教授や特任研究員等が含まれます。 
・ 設問(204)及び(205)における「貴機関以外に本務を有する者」とは、他の機関に本務を有

する者であり、例えば、非常勤講師や非常勤研究員等が含まれます。また、「本務を有しな

い者」とは、貴機関のみならず、他の機関にも本務を持たない研究者を指します。なお、貴

機関以外に本務を有する者や本務を有しない者については、各機関によってその対象が多様

であることも考えられるため、貴機関の判断により整理の上、回答してください。 
・ 設問(206)及び(207)における「研究支援人材」とは、研究者を補佐し、その指導に従って

研究に従事する者であり、研究者等の指導及び監督の下に専ら研究に付随する技術的サービ

スを行う者（例えば、放射線技師等）は含まれません。なお、研究支援人材については、各

機関によってその対象が多様であることも考えられるため、貴機関の判断により整理の上、

回答してください。 
・ 設問(210)及び(211)における「研究データ」とは、文部科学省の予算の配分又は措置によ

り行われる研究活動によって得られた研究データを指します。自らの経費や他府省の予算に

よる研究活動によって得られた研究データは含まれません。 
・ チェックボックスが太線枠の設問は、機関の内部規程等において定める必要がある事項で

す。また、チェックボックスが二重枠線の設問は、機関において実施する必要がある事項で

す。回答に当たって、①「実施している」又は「定めている」と「②実施していない」又は

「定めていない」を選択する際には、「実施している」「実施していない」と「定めている」

「定めていない」を読み分けて回答してください。 
 
● 設問(301)～設問(321）「第３節 研究活動における特定不正行為への対応」欄 

 ・ 様式に記載している指示に従って回答してください。 
・ ②を選択した場合は、400 字以内で理由及び対応実施の時期を自由記入欄に記入してくだ

さい。 
・ 貴機関の内部規程等で定めている研究活動における不正行為の種類について、（a）から（g）

にあてはまるもの全てに「○」を記入してください（複数選択可）。また、（a）～（f）以外

に対象としている研究活動における不正行為がある場合は、（g）を選択し、記入枠内にその

内容を記入してください。ただし、研究費の不正使用は、本チェックリストの対象外ですの

で、除外してください。 
・ 設問（301）以降の設問については、（a）から（g）で回答いただいた研究活動における

不正行為について、回答してください。 
・ チェックボックスが太線枠の設問は、機関の内部規程等において定める必要がある事項で

す。また、チェックボックスが二重枠線の設問は、機関において実施する必要がある事項で

す。回答に当たって、①「実施している」又は「定めている」と②「実施していない」又は

「定めていない」を選択する際には、「実施している」「実施していない」と「定めている」
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「定めていない」を読み分けて回答してください。 
 ・ 一つの設問に複数の内容がある場合は、全ての内容が実施できている場合にのみ、「実施

している」又は「定めている」としてください。例えば、以下の場合は、①「実施している」

又は「定めている」を選択せず、②「実施していない」又は「定めていない」を選択し、実

施していない又は定めていない内容とその理由及び対応実施の時期を自由記入欄に記入し

てください。 
『設問(302）において、告発を受け付ける窓口は設置しているが、相談は受け付けてい

ないなど、相談と告発のどちらか一方のみしか受け付ける窓口を設置していない場合』 
『設問(304)において、受付窓口を機関内又は機関外のどちらか一方のみしか周知して

いない場合』 
『設問(318)において、不服申立ての却下と再調査開始の決定のどちらか一方のみしか

周知していない場合』 
『設問(309)、設問(315)、設問(317)、設問(318)、設問(320)において、配分機関など又

は文部科学省のどちらか一方のみしか報告することを規定していない場合』 
 
 
３．提出方法など及び調査結果の取扱い 

（１）提出に当たって 

チェックリストの提出に当たっては、「基本情報」に記入された「責任者」の了承を得て

から提出してください。 
 

（２）チェックリストのダウンロード方法 

 事務機関代表者のIDでe-Radにログインし、下記の画面へ移り、「文部科学省（研究公正推進室）」

をリストから選択の上、検索を実行してください。チェックリストのある様式が下記画面のとお

り表示されますので当該年度の様式をクリックして、ご自身のPCにダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「文部科学省（研究公正推進室）」

を選択 
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（３）提出方法 

   回答したチェックリストの電子データを府省共通研究開発管理システム（e-Rad）のホー

ムページ（http://www.e-rad.go.jp/）から提出（アップロード）してください。 

  １）e-Radによる提出  

「ri2017checklist.xls」のファイルを以下の方法でe-Radより提出（アップロード）し

てください。なお、印刷したチェックリストの郵送等での提出は不要です。 

① 以下の手順でチェックリストの提出準備をする。 

１．提出するExcel形式の様式ファイルについて、シートの上部または下部にある「シ

ートの最終入力チェック」ボタンを押し、回答に不備がないか確認する。 

２．提出するExcel形式の様式ファイルについて、シートの上部または下部にある「最

終保存」ボタンを押し、最終保存を行う（「最終保存」ボタンを押すと、自動的に

提出用エクセルデータが「ri2017checklist .xls」のファイル名でデスクトップに

作成される。）。 

      ※ このファイル名でないと、アップロードできません。 

 

      ３．ダウンロードのときと同じステップを経て、「ガイドライン報告書提出状況」画

面を表示させる。（前ページ（２）の画面を参照のこと。） 

 

      ４．表示された「ガイドライン報告書提出状況」画面の「報告書アップロード」のリ

ンクをクリックする。 
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５．「ガイドライン報告書アップロード」画面の「ガイドライン報告書」-

「ri2017checklist.xls」項目の参照リンクをクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ６．回答済みのチェックリストの様式ファイル（デスクトップに作成されたファイル）

を選択する。 

 

     ② 上記の操作終了後、「実行」をクリックする。 
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※ e-Radの操作方法については、所属機関用マニュアル（機関事務代表者用）を参

照してください。所属機関用マニュアル（機関事務代表者用）は、e-Radポータルサ

イト（http://www.e-rad.go.jp/）の「所属機関向けページ」の「操作マニュアル」

からダウンロードできるほか、e-Radにログイン後、画面左側のメニュー一覧からメ

ニューを選択後の画面右上に表示される「ヘルプ」からも表示させることができま

す。 

また、e-Radへの機関の登録及びe-Radの操作方法に関する問合せについては、以

下のe-Radのヘルプデスク宛てにお願いします（チェックリストの作成方法等に関す

る問合せについては、文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課研究公正推進室

宛てにお願いします）。 

    ※ e-Radヘルプデスク 

       電 話：＜ナビダイヤル＞ 0570-066-877 

＜ナビダイヤルをご利用になれない場合＞ 03-5625-3961（直通）  

受付時間： 9:00～18:00（平日） 

       （土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除く。） 

     ※ 文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課研究公正推進室 

       電 話： 03-6734-3874（直通） 

 

（４）結果の取扱い 

   提出されたチェックリストは、配分機関に提供します。また、チェックリストを基に各機

関における体制整備等の状況を分析し、その結果を文部科学省の会議等で使用することがあ

ります。なお、文部科学省の競争的資金等に不採択かつ継続課題がない機関については、次

年度以降のチェックリスト対象機関の登録から除外するため、「チェックリスト提出にあた

っての確認事項」の該当する項目を選択の上、チェックリストを提出してください。 

 

（５）ガイドライン第５節に定める履行状況調査 

   文部科学省では、チェックリストの回答を踏まえ、ガイドラインに基づく取組状況を詳細

に把握するため、履行状況調査等を行います。当該調査の対象となった機関には別途連絡し

ます。 
 
 
（参考）「ガイドライン」掲載ホームページ 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/135156

8_02_1.pdf 

※本要領に掲載された画像は（https://www.e-rad.go.jp/shozoku/doc/04_02_06.pdf）を参照

しています。（上記は平成29年1月時点でのe-Radの画面です。） 

以上 


